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令和６年函審第６号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

                          主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年４月１３日０４時１０分 

 北海道サロマ湖 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ        漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ６.２トン       ４.４トン  

  登 録 長  １２.７９メートル   １１.２６メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

   漁船法馬力数 １２０         ３３０キロワット 

３ 事実の経過 

(1) Ａの構造及び設備等 

 Ａは、平成元年４月に進水し、主としてほたて貝養殖漁業に従事

するＦＲＰ製漁船で、船首部に探照灯、船体中央部やや船尾寄りに

操舵室を配し、同室前面に窓枠によって３分割された旋回窓を装備

する窓ガラス、前部中央に舵輪及び自動操舵装置、その左舷側にＧ

ＰＳプロッター及び機関回転計、右舷側にレーダー及び機関遠隔操

縦装置をそれぞれ備えていた。 

(2) Ｂの構造及び設備等 

 Ｂは、平成２年１２月に進水し、主としてほたて貝養殖漁業に従

事するＦＲＰ製漁船で、船首部に操舵室を配し、同室上方に探照灯、

前面に窓枠によって４分割された旋回窓を装備する窓ガラス、前部

中央に舵輪、その左舷側にＧＰＳプロッター、右舷側に機関遠隔操

縦装置及び機関回転計をそれぞれ備えていた。 

(3) サロマ湖 

 サロマ湖は、北海道の北東部に位置し、第１湖口及び第２湖口の

２つでオホーツク海とつながった海水湖で、そのほぼ全域がほたて

貝及びかき養殖区域に設定され、同区域のそれぞれ番号の付いた 

２０以上の区画に分割された各養殖区画内には、浮き縄付きのフロ

ートや石などの重りを適宜の間隔で取り付けた長さ約１００メート

ルの「ノシ」と称する合成繊維製幹縄が、水中にほぼ一直線に敷設

され、そのノシに１連が８段ないし２０段の籠が取り付けられたロ
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ープを２００連ないし３００連懸垂したほたて貝及びかきの養殖施

設が多数設置されていた。 

また、養殖区画全体の外縁と陸岸との間が可航水域となっていた

ほか、各養殖区画間には水路が設けられ、北東部の「１３－１」及

び「１１－２」並びに「１３－２」及び「１４」の番号が付された

各養殖区画間は、南北に走る「中通路」と呼称される水路との交差

部を挟み、同交差部で北方に僅かに屈曲し、ほぼ東西方向長さ約２

海里、幅５０メートルないし７０メートルの「大通路」と呼称され

る水路で、狭い水道となっていた。 

(4) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人ほか４人が乗り組み、ほたて貝養殖漁業の目的で、

船首０.３メートル船尾０.８メートルの喫水をもって、令和５年４

月１３日０４時００分北海道栄浦漁港東方の定係地を発し、大通路

及び中通路を経由する予定で、同漁港西方沖合の養殖施設に向かっ

た。 

ａ受審人は、航行中の動力船の法定灯火を表示し、コースアップ

表示で０.２５海里レンジ設定としたレーダー及びＧＰＳプロッタ

ーをそれぞれ作動させ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、大

通路のやや右側を同通路に沿って西行し、交差部手前に差し掛かり、

探照灯を照射して船首方の大通路両側に設置された標識のブイを頼

りに、経路を短縮するつもりで、同通路を左側端寄りに同交差部に

向かうこととし、０４時０９分北見市常呂町に所在する標高   

１０.６メートルの四等三角点福島（以下「福島三角点」とい

う。）から１９８度（真方位、以下同じ。）１,３８０メートルの

地点で、針路を大通路東部南側法線に向く２８７度に定め、機関を

全速力前進の回転数毎分１,９００にかけ、２３.０ノットの速力
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（対地速力、以下同じ。）で、ＧＰＳプロッター画面及び標識のブ

イを交互に目視しながら、同通路を右側端に寄らずに手動操舵によ

って進行した。 

定針したときａ受審人は、左舷船首２度１,３００メートルのと

ころに、Ｂの白、紅、緑３灯を視認することができ、その後同船が

衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、船首方を一見

して船舶を見掛けなかったことから、航行の支障となる他船はいな

いものと思い、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付

かなかった。 

こうして、ａ受審人は、狭い水道の右側端に寄らないまま、Ｂと

の衝突を避けるための措置をとることなく続航中、０４時１０分僅

か前船首至近にＢの探照灯の照射を認め、右舵を取ったものの、効

なく、０４時１０分福島三角点から２２５度１,５６０メートルの

地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、その左舷船首部が

Ｂの左舷船首部に前方から４度の角度で衝突した。 

当時、天候は晴れで風力１の南風が吹き、潮候は上げ潮の末期に

あたり、視界は良好であった。 

 また、Ｂは、ｂ受審人ほか１人が乗り組み、ほたて貝養殖漁業の

目的で、船首０.４メートル船尾１.５メートルの喫水をもって、同

日０３時３０分栄浦漁港を発し、同漁港西方沖合の養殖施設に向か

った。 

 ｂ受審人は、大通路及び中通路を経由して前示養殖施設に至り、

稚貝の入った籠の上げ下ろし作業を行い、０３時５５分同養殖施設

を発して帰途に就き、航行中の動力船の法定灯火を表示し、コース

アップ表示で０.２５海里レンジ設定としたＧＰＳプロッターを作

動させ、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、大通路を右側端に
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寄って東行し、０４時０８分船首方にＡの探照灯の照射を初めて認

め、同通路を反航する僚船と判断し、大通路東部手前に差し掛かり、

探照灯を照射して船首方の同通路両側に設置された標識のブイを頼

りに、大通路を右側端に寄って同東部に向かうこととし、０４時 

０９分福島三角点から２４０度１.０４海里の地点で、針路を大通

路東部南側法線に沿う１０３度に定め、機関を半速力前進にかけ、

１９.０ノットの速力で、ＧＰＳプロッター画面及び標識のブイを

交互に目視しながら、手動操舵によって進行した。 

定針したときｂ受審人は、西行するＡが右舷船首２度１,３００

メートルのところとなり、その後同船が衝突のおそれがある態勢で

接近する状況であったが、船首方から接近するＡが大通路の右側端

に寄って航行することを期待し、同船と左舷を対して無難に航過で

きるものと思い、方位変化を継続して確かめるなど、Ａに対する動

静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、Ａに対して警告信号を行わず、同船との

衝突を避けるための措置をとることもなく続航中、０４時１０分僅

か前船首至近にＡを認め、機関を後進にかけたものの、効なく、Ｂ

は、原針路及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、左舷船首部外板に破口を伴う擦過傷等を生じ

たが、後に修理され、Ｂは、左舷船首部外板及び操舵室に圧壊等を

生じ、ｂ受審人が１週間の加療を要する全身打撲を負った。 

 

 （航法の適用） 

本件は、夜間、サロマ湖において、西行中のＡと東行中のＢとが衝突

したもので、衝突地点付近は特別法である海上交通安全法及び港則法の

適用海域でないことから、一般法である海上衝突予防法（以下「予防



－6－ 

法」という。）が適用される。 

 予防法第９条第１項では、「狭い水道又は航路筋（以下「狭い水道

等」という。）をこれに沿って航行する船舶は、安全であり、かつ、実

行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければならな

い。」と規定されているところ、大通路は同項に規定された狭い水道等

に該当し、事実の経過で示した両船の喫水及び可航幅から、Ａ及びＢ両

船ともに同通路の右側端に寄って航行することが、安全であり、かつ、

実行に適する状況であったと認められることから、本件には同項が適用

されることとなる。 

 そして、本件は、予防法第９条第１項が遵守されずに、切迫した衝突

の危険がある状況が生じた場合には、互いに船員の常務として衝突を避

けるための措置をとらなければならないことから、予防法第３８条及び

第３９条の両規定を適用することとなる。 

 以上のことから、本件は、予防法第９条第１項、第３８条及び第３９

条によって律するのが相当である。 

 

 （原因の考察） 

 本件時、Ａが大通路を右側端に寄らずに、Ｂが同通路を右側端に寄っ

て航行していたものであるから、Ａは、予防法第９条第１項の規定に違

反し、Ｂは、同規定を遵守していたこととなる。 

 以上のことからＡが、大通路を西行する際、同通路の右側端に寄って

航行していれば、本件は発生しなかったと認められる。 

 したがって、Ａが、大通路の右側端に寄って航行しなかったことは、

本件発生の原因となる。 

 そして、Ａが、見張りを十分に行っていれば、Ｂの存在に気付き、衝

突を避けるための措置をとることができ、本件は発生しなかったと認め
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られる。 

 したがって、ａ受審人が、見張りを十分に行わなかったことは、本件

発生の原因となる。 

 一方、Ｂが、船首方にＡを認めたとき、衝突のおそれの有無を判断で

きるよう、方位変化を継続して確かめていれば、同船が衝突のおそれが

ある態勢で接近する状況に気付き、衝突を避けるための措置をとること

ができ、本件は発生しなかったと認められる。 

 したがって、ｂ受審人が、Ａに対する動静監視を十分に行っていなか

ったことは、本件発生の原因となる。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、夜間、サロマ湖において、大通路を養殖施設に向けて西

行するＡが、同通路の右側端に寄って航行しなかったばかりか、見張り

不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生し

たが、大通路を栄浦漁港に向けて東行するＢが、動静監視不十分で、警

告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因を

なすものである。 

 ａ受審人は、夜間、サロマ湖において、大通路を養殖施設に向けて西

行する場合、前路の他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行

うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方を一見して船舶を

見掛けなかったことから、航行の支障となる他船はいないものと思い、

見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある

態勢で接近するＢに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく

進行して同船との衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、

ｂ受審人を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ｂ受審人は、夜間、サロマ湖において、大通路を栄浦漁港に向けて東

行中、船首方にＡを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、

方位変化を継続して確かめるなど、同船に対する動静監視を十分に行う

べき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方から接近するＡが同

通路の右側端に寄って航行することを期待し、同船と左舷を対して無難

に航過できるものと思い、Ａに対する動静監視を十分に行わなかった職

務上の過失により、同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況に気

付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとることもなく

進行してＡとの衝突を招き、Ａ、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じさせ、自

身が負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

  

令和６年１２月５日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  菅  生  貴  繁 

 


